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ニュージーランドにおける「排他的経済水域及び
大陸棚（環境影響）2012 年法」の考察

─日本における海底鉱物資源の探査・開発への示唆─

青　木　望　美
中　田　達　也

はじめに

　現在、国際社会において、海底鉱物資源の探査・開発における、重要
な課題の一つとして海洋環境の保全、生物多様性の保全が議論されてい
る。そこで、日本では、海底鉱物資源の探査・開発を想定して「鉱業法」

（1950 年法律第 289 号）および「鉱山保安法」（1949 年法律第 70 号）が改
正され、今後は、環境影響評価の導入が重要な課題として取りあげられて
いる。この点、内閣府総合科学技術・イノベーション会議戦略的イノベー
ション創造プログラム（SIP）において、次世代海洋資源調査技術（海の
ジパング計画）の下、主に海底熱水鉱床を中心とした海底鉱物資源の開発
技術の促進が目指されているなかで、将来的な開発を視野に、環境影響評
価と生物多様性の保護を担う法制度の研究が行われている。つまり、技術
面の発達を想定すれば、法制度面においても国際標準の設定が求められ
る。そこで沿岸国の法制度の他の海域区分への適用可能性を検討し、その
上で国際的な海洋環境保全のルールに対応する法制度を提案することが目
指されている。
　こうした試みにおいて、国際社会に対応した法制度を考慮すれば、国連
海洋法条約（以下、UNCLOS、1982 年採択、1994 年発効）にいう海域の
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性質に配慮し、海域区分毎の条件に適う改正が求められる。とくに、領海
から外側の海域である排他的経済水域（EEZ）や大陸棚における主権的権
利の行使には、領海における主権よりも強い説明責任が求められる。なぜ
なら、同海域、特に延長大陸棚は UNCLOS で定められた「国際的に開か
れた」海域だからである。したがって、その説明責任は、動態的に発達す
る国際法にも配慮すべきである。そのことを検討する好個の課題として、
その配慮事項を強く意識し、海洋環境保全を重要な政策と捉え、海底鉱物
資源の探査・開発を厳格な規制のもとに置くニュージーランド（NZ）の
例があげられる。
　そこで本稿では、NZ の法的な仕組みおよび運用状況を分析し、そこか
ら日本の政策に対して示唆するものを検討する。具体的には、第 1 章にお
いて、「排他的経済水域及び大陸棚（環境影響）2012 年法」、そこから派
生した規則（regulation）と、同法において特質とすべき制度を、事例を
含めて概観していく。第 2 章では、NZ が採用している海洋管理の一つの
方法である予防的アプローチについて、国際社会の動向を分析し、かかる
状況における保護区の設定を考察し、その上で NZ が検討している鉱物資
源の試掘をも禁ずる規定を有する新たな保護区に関する法案（2016 年 9
月現在、交渉難航）について整理する。最後に、NZ のあり方が現代国際
法の漸進的発達に適うものかについて批判的に考察し、それを考慮して、
海底鉱物資源の探査・開発における日本の法制度について検討する。

１　EEZ 及び大陸棚（環境影響）2012 年法における

　　海底鉱物資源に関する規定

（1）背景
　NZ の天然資源は、国の鉱物資産（Crown Mineral Estate）として分類
されるものであり、経済開発省（Ministry of Economic Development）の
付属機関にあたる石油鉱物局（New Zealand Petroleum & Minerals）に
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おいて管理されている。同機関は、2010 年に設立され、NZ の鉱物に関す
る政策についての提言および投資促進についてもこれを取り扱っている。
そのため、国有天然資源の鉱業許可（Mineral Permit）、これは 3 つに分
類され、調査許可、探鉱許可、採掘許可にあたるが、その管理についても
業務の対象となっている1。こうした鉱業許可は、1991 年に制定された国
家鉱物法（Crown Minerals Act 1991、CMA）の下で付与される。
　同法は、NZ の公有地の地上または地下に埋蔵される、石油、石炭、金、
銀、ウランなどをはじめとした全ての鉱物の調査、採鉱、採掘に関して規
定している。これらの鉱物に対する鉱業許可の付与については、別途、鉱
物プログラム（Minerals Programme）において詳細が定められており、
その関連法規も幾つか存在している2。ただし、国家鉱物法の目的は、NZ
の利益のために鉱物の試掘、探査、掘削を促進すること、すなわち経済
的側面を重視したものであり、環境問題もしくは先住民に関わる諸問題
は同法の対象とはならないのである3。そこで、1991 年に天然資源管理法

（Resource Management Act 1991，RMA）が制定され、そこで鉱業に伴
う環境問題に関する規制が示されることとなった4。
　この天然資源管理法は、領海までの沿岸域の管理についても規定してい
る。これに基づいて 1994 年には、NZ 沿岸域政策声明（NZCPS）が策定
された（2010 年改定）。そこでは具体的な政策の実施においては、保全大
臣（Minister of Conservation）が主管大臣となって、その責任を負う旨
が規定されたのである。とくに、2010 年の改定 NZCPS では、自治体がよ
り中心的な役割を担う旨が示されたため、自治体と保全省（Department 
of Conservation）による共同プログラムが策定された。そうして、地方
議会がそれらの共同プログラムの実施を支援する5。
　このように沿岸域の管理については、陸域の延長として捉える管理手法
が用いられている。他方で、NZ は、1996 年 7 月 19 日に UNCLOS を批准

（8 月発効）し、世界第 4 位の広大な EEZ を有することになった。とはい
え、当該海域の 3 分の 2 は未探査の状態のままであるといわれている。さ
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らに大陸棚6 に関しては、UNCLOS76 条の規定に基づき、2006 年に大陸
棚の延長申請を UNCLOS 大陸棚限界委員会に対して行い、2008 年に最大
350 海里、170 万㎢の延長が認められることになった7。
　このような領海より外側である沖合の EEZ および大陸棚の管理につ
いては、環境省（Ministry for the Environment）が所轄し、環境保護局

（Environmental Protection Authority, EPA）が、EEZ および大陸棚にお
ける活動に関する合意形成、管理、履行確保を行うことになった8。

（2）法律の制定と規則
　このように、NZ は複数の分野によって別の機関が海洋政策を行って
おり、かつ海域によっても法律自体が異なる場合があることがわかった。
そこで、領海 12 海里より外側の EEZ と大陸棚においては、当該活動に
関連する環境および経済的な発展と保護の間のバランスをはかるために、
2012 年 9 月 3 日に「EEZ 及び大陸棚（環境影響）2012 年法」（Exclusive 
Economic Zone and Continental Shelf （Environmental Effects） Act 
2012、以下、2012 年法）が新たに制定され、翌年 6 月 28 日に施行され
た9。同法では、海洋環境に関する国際的な義務、UNCLOS および生物多
様性条約（1992 年採択、1993 年発効）などを遵守することとし（11 条）、
当該海域における天然資源の持続可能な管理を促進することを目的として
いる（10 条 1 項）。そこには、生物多様性の保護および脅威にさらされて
いる種の生息地と希少かつ脆弱な生態系の保護、予防的アプローチなどが
要件として考慮されており、入手可能な情報が不確実または不適切な場合
には、慎重な取り扱い（cautious　approach）を行わなければならない10。
他方で、2012 年法第 4 部には、異議申立、上訴、強制執行についても規
定されており、手続的側面から活動の申請者の権利の保護、および法律の
実効性の担保がはかられていることは、注目すべきである。
　その上で、対象となる活動は 3 つに分類され（2013 年改正により）、規
則および必要な手続きが規定されている。その 3 つの活動とは、①許容さ
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れた活動（permitted、35 条）、②裁量による活動（discretionary、36 条）、
③禁止されている活動（prohibited、37 条）を指し11、これらの活動の基
準が示されている。
　このなかで、海底鉱物資源の探査・試掘については、①の許容され
た活動に該当する。この許容された活動については、「EEZ 及び大陸棚

（環境影響─許容された活動）2013 年規則」（Exclusive Economic Zone 
and Continental Shelf （Environmental Effects ─ Permitted Activities） 
Regulations 2013）の遵守が求められる。この許容の条件（第 5 規則）と
しては、事前の環境影響評価の実施、その結果として、事前に行うべき作
業（環境上の悪影響の回避、軽減または改善、海底掘削の最小化）につい
て環境保護局に通報すること、などである。こうした条件では、活動完了
の 60 日以内に環境保護局に報告書を準備する必要があり、着手された活
動を詳細に説明し、かかる活動の環境上の影響評価と活動の期間および場
所を明示する必要がある12。
　このような規則は、2017 年 1 月現在で 5 つ施行されており、たとえ
ば、2015 年 10 月に施行された規則では、NZ 海事局（Maritime New 
Zealand）所管であった沖合構造物や船上の採掘施設からの有害物質の漏
出、水葬、EEZ 内の廃棄物の投棄に関しては環境保護局が所管すること
が明記された13。こうした責任の移転などによって、EEZ および大陸棚に
おける環境省の権限は強化され、当該海域における多様な法益間での優先
順位がより明らかなものとなった。この点については次節および第 2 章に
おいても検討する。

（3）「海洋の同意」（Marine Consent）による海底鉱物資源開発の申請
　海底鉱物資源の採掘（seabed mining）は、上記 2012 年法における②裁
量による活動に分類される（20 条 1 項）。当該活動には、①許容された活
動と異なり、「海洋の同意」（Marine Consent）という申請が必要となる。
この「海洋の同意」という制度は、前節でみた 2012 年法の対象となる活
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動のうち、②の裁量による活動を行うために、2012 年法 39 条による影響
評価を含めた必要な手続きのもとに行われる、海域利用のための申請制度
である。この制度は、1（1）でみた天然資源管理法における手続きから多
くの影響を受けている。ただし、その対象とする範囲および詳細について
は異なるものであり、それ自体の文脈において解釈する必要がある14。ま
た、各申請書は、ケースバイケースを基本としており、環境保護局の評議
会によって任命されたしかるべき専門家による意思決定委員会によってこ
れが検討される15。また、この申請を管轄する環境保護局 の意思決定委員
会は、申請中に提出された全ての情報を検討することが求められ、従って
申請者からさらなる詳細な情報を要求し、助言や報告を受ける権限を有し
ている（61 条）。
　この「海洋の同意」による申請では、影響評価を含めることが要件と
なっているが、2012 年法 59 条から 61 条に定められた評価基準にも取り
組むべきこととなっている。当該影響評価には、同法 39 条に定められて
いる情報を含める必要があり、これには、提案された活動、既存の環境、
提案されたものに対する代替場所または方法、環境および既存の利益に対
する影響、実施された協議、および副作用の回避、改善または緩和のため
に提案された措置に関する情報が含まれる。こうした影響の回避、改善、
緩和のための措置には、他の海洋管理等のための措置が必要となる可能性
がある16。また、得られる情報の不確実性を考慮し、管理計画の策定、実
施、モニタリングから検証を行い、それに応じて方策を変更していく順応
的管理アプローチ17 を規定しており（64 条）、「海洋の同意」が、必要な
活動の影響を軽減するための計画の一部となる可能性がある。同アプロー
チは、活動が当初要求されたものよりも小規模または短期間に開始するこ
とを可能にする一方で、環境または既存の利益への影響を監視することが
できるものとなっている。
　このように多数かつ詳細な手続きが求められる「海洋の同意」の申請に
は、一般市民が参加することを 2012 年法が規定している。そのため、か
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かる申請には、法律が施行された当初、同意の条件に関するほとんどの再
検討に加え、強制的な公表のプロセスを経なければならなかった。この
点、前節注 11 でみたように、最近の法改正および新たな規則によれば、
公表プロセスを経ない活動の申請も行われるようになった。このことは、

「海洋の同意」によるプロセスの確実性、効率性およびコストの改善とい
う意味で、一般に歓迎されている18。
　そうしたなかで「海洋の同意」についての決定の際に、海底鉱物資源
開発者にとって注目すべき決定が行われた。2014 年 6 月のトランスタス
マン資源会社（Trans-Tasman Resources, TTR）による申請に対する
決定である。当該申請は、領海の外側（12 〜 19 海里）の南タラナキ湾

（South Taranaki coast）の 65.76㎢の EEZ 海底において、鉄鉱石を含む
砂鉄の採掘作業について行われたものであった。そこでは、最大 5,000 万
トンの鉄鉱石を約 20 年間抽出することが提案されていた。これは、2012
年法の下での、海底鉱物資源開発に関する最初の事例であるが、申請され
た事例について、環境保護局に提出された 4,702 件の公式な提出のうち、
4,680 件が申請に反対するという結果となった。そうして、環境保護局の
意思決定委員会は、かかる申請が時期尚早として拒否の決定を行ったので
ある19。
　2012 年法における予防的かつ順応的な管理アプローチは、海底鉱物資
源の開発における意思決定において、効果的側面が評価されている一方
で、環境保護局は、他の利益よりも海洋環境保護を優先して適切に法を適
用したものと考えられる20。

２　海底鉱物資源の探査・開発と海洋環境の保全

（1）海底鉱物資源の探査・開発における海洋環境保全措置
　　─予防的アプローチという前提
　海底鉱物資源の探査・開発に関わらず、UNCLOS では海洋環境の保
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全を一般的義務として規定している（192 条）。また、206 条には環境
影響評価について規定している21。このことについて児矢野マリ教授
は、UNCLOS 採択時以降の関連する国際法の規則の発展を考慮すると、
UNCLOS の採択時よりも精緻なものとしてこれらの国際ルールが発展し
ている可能性があるとして、以下のように指摘している。実際、幾つかの
国際裁判においても義務の不履行が問題となっており、さらにほとんどの
地域海環境保護条約において環境影響評価の実施義務が規定され、その実
施のためのガイドラインなども整備されてきていることからも、環境影響
評価の概念の発展が伺える。とはいえ、EEZ の内側については、沿岸国
の権利の実施の義務の裁量は、沿岸国に委ねられている現状があり、環境
影響評価の国際的な基準に管轄国が法的に拘束されているわけではないと
いう22。
　この点、UNEP（国連環境計画）では、1982 年に採択した環境法ガイ
ドラインおよび原則 4 が、国家管轄権内における海洋での鉱業に関連する
環境の法的側面を対象にしている。そこでは、環境影響評価や汚染防止措
置の実施、事業の許可に関して国境を越える環境上の影響を考慮すべきこ
となども明記している23。さらに、UNEP が策定した各地域海についての
計画には、海底鉱物資源開発に伴う環境問題を規定するものもある。たと
えば、1979 年に設立されたペルシャ湾を主な対象とするクウェート地域
海計画のフォーラムである海洋環境保護機構（Regional Organization for 
the Protection of Marine Environment, ROPME、本部クウェート）は、
1989 年に「大陸棚の探査及び開発から生じる海洋汚染に関する議定書」

（The Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration 
and Exploitation of the Continental Shelf）を採択し、環境影響評価に関
して規定している。また、地中海諸国間では、1994 年に「大陸棚、深海
底及びその地下の探査及び開発から生じる汚染に対する地中海保護議定
書」（The Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against 
Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental 
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Shelf and the Seabed and Its Subsoil）が採択された（2011 年発効）24。
　さらに、UNCLOS の下での人類共同の遺産である深海底（136 条）に
ついて、当該海域における鉱物資源に関する活動の規制・管理25 を担う国
際海底機構26（International Seabed Authority, ISA）による、海底鉱物資
源の探査・開発に関わる 3 つのマイニング・コードは、海洋環境の保護と
いう側面からも重要である。すなわち、2000 年にマンガン団塊（2013 年
改正）、2010 年に海底熱水鉱床、2012 年にコバルト・リッチ・クラスト
の規則である。各規則においては、海洋環境の保護・保全への取り組み、
生物多様性におよぼす影響に関する情報の提出27 などが規定されており、
いっそう環境保全について国際社会への説明責任を果たすことが求められ
ている28。
　この点、海洋環境の保護および保全に関しては、さらなる規則および手
続きによって強化されうる29 ことに鑑み、海洋環境保全に関する別途の規
定の作成が議論されることになる。これに対応して、2013 年に「深海底
における海洋鉱物の探査に起因する環境影響評価のための契約者の指針に
係る勧告」（環境ガイドライン）が採択された。当該勧告は、法的拘束力
を有さないが、契約者が ISA に提出する計画書、報告書を作成する際に
参照できるよう指針を示すことを目的としている30。
　ここで、2010 年 5 月に ISA が要請した国際海洋法裁判所の海底紛争裁
判部による勧告的意見 15 項では、ISA が採択したマンガン団塊の規則

（2000 年）第 31 規則 2 項、並びに海底熱水鉱床の規則（2010 年）第 33 規
則 2 項が、1992 年のリオ宣言第 15 原則で定式化された「予防的アプロー
チ」（precautionary approach）の採用を明文で義務付けていることを確認
し、その内容に検討を加えている。すなわち、海底紛争裁判部によれば、

「予防的アプローチ」は保証国の相当の注意義務（due diligence）の不可
欠の一部であるとし、上述の ISA の規則の射程外においても適用されう
ると判示した。そして当該アプローチが多くの国際条約・国際文書におい
て採用されており32、その大半がリオ宣言第 15 原則の定式を反映してい
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ることに言及しつつ、それらが予防的アプローチの国際慣習法化の傾向を
もたらしていると示した33。この点、堀口健夫教授は、国際環境法上の予
防概念の発展・明確化という観点からも検討に値する内容を含むものであ
ると指摘している34。ただし海底紛争裁判部によると、予防的アプローチ
は保証国の相当の注意義務の不可欠の一部であるとしたが、予防概念の一
環として指摘されることの多い環境影響評価の実施や、環境のための最良
の慣行の基準の採用の義務については、予防概念の具体化としては位置づ
けてはおらず、それぞれ別個の自律的な義務として扱っている35。

（2）保護区設定によるアプローチ
　こうした環境保全における予防的アプローチ導入の必要性とその慣習法
化は、国際社会において一層環境保全措置を国際基準に照らして行うこと
を求めていることを窺わせる。かかるなかで、海底鉱物資源の開発を検討
する際の海洋環境保全のあり方として、保護区設定の措置は、海洋生物多
様性保全の方法として検討すべきものと捉えられる。
　たとえば、マンガン団塊の分布域の一つであるハワイ南東方沖のク
ラリオン・クリッパートン断裂帯に囲まれた海域（Clarion-Clipperton 
Fracture Zone）では、9 か所の環境保全区域を定めた「環境管理計画」
が策定された。同計画には、当該海域の環境保護・保全のための環境管
理手法、管理目標などが定められている。このなかで、生物多様性保護
のために、9 区画を特別環境保護区域（Area of Particular Environmental 
Interest）としている。これらの区域は、100㎞の緩衝区域（buffer zone）
で囲まれており、200㎞四方の保護区から設定されている。とはいえ、既
存の鉱区を避ける形での設定となっているため、鉱区と保護区が同一の環
境下といえるかの検証は必要である36。
　とりわけ熱水鉱床周辺海域においては、保護区設定の議論が強く議論さ
れている。たとえば、海底熱水鉱床などの特異な環境における生態系の保
全について、好熱菌などの生物群集の存在が明らかになると、当該区域の
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探査・開発によっては遺伝子資源を損なう恐れもあると指摘されている。
　この点、海洋環境の問題を審議する ISA 法律技術委員会37 は、2001 年
に「深海底におけるマンガン団塊の開発から生じる環境上のありうべき
影響の評価のための契約者の指針のための勧告」を提示しており、「マン
ガン団塊規則」及び当時の「熱水鉱床規則案」（のちの第 33 規則 6 項）で
は、契約者は開発権申請の際に、専ら影響参照区域（impact reference 
zones）および保存参照区域（preservation reference zones）として設定
される区域を提案することが規定された。前者は、深海底における活動の
海洋環境への影響を評価するためのものであり、深海底の環境を代表する
区域である。後者は、海洋環境の生物多様性の変化を評価するための代表
的かつ安定した生物相を確保する目的で採鉱が禁止される区域である38。
　ところで、海底鉱物資源の賦存場所としても有効なものとして注目さ
れている熱水噴出孔周辺域の環境保全の検討を担ってきたのは国家間だ
けではなく、科学者を中心とした国際海嶺共同研究計画39（International 
Cooperation in Ridge-crest Studies, InterRidge）でもある。その生物ワー
キンググループにおいては、1998 年に「熱水噴出孔周辺海域のサンクチュ
アリ化に関する方針書」（Deep-sea sanctuaries at hydrothermal vents: 
A position pape）を発行し、これを基礎として、他の国際会議やワーク
ショップにおいても議論されてきた。これらの議論から、2002 年にはポ
ルトガルの EEZ 内にある熱水噴出孔が海洋保護区として提案され、さら
に 2003 年にはバンクーバー西のカナダ EEZ 内で海洋保護区が法的に認め
られるに至った（エンデバー海洋保護区40）。他方で、2006 年オスパール
条約（Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atrantic、1998 年発効、2016 年現在 16 加盟国）の枠組みに
おいて、EEZ 以遠の大陸棚に海洋保護区を設けることが提案された41。こ
うした科学者を中心とした議論から、海底熱水噴出孔周辺海域での科学調
査における考慮事項が発表されている。このような声明は、UNCLOS や
ISA のマイニング・コードよりもより具体的な内容となっている42。



82

　こうした科学的な視点から、保護区を設定する際には、白山義久教授は
次のように指摘する。海洋保護区の候補となる生態学的、生物学的に重要
な海域（Ecologically or Biologically Significant marine Area, EBSA）の
選定をするためには、必要な科学的データがどれだけあるかということに
帰着するというものである43。これは、換言すれば、詳細かつ包括的、ま
た面的に広く、範囲内で緻密に採取された、説明責任を十分にはたせる
データでなければ、説得力ある海洋保護区を選定できないということを意
味する。その適切性が担保されなければ、予防的アプローチの観点を踏ま
えた原則をとらざるを得ないため、科学的データに基づくゾーニングによ
る保全が困難となると指摘しているのである44。

（3）ケルマディック海洋保護区に関する法案
　こうした生物多様性保全の一手段としての保護区の設定は、近年、国家
管轄権の外側において活発な動きがみられる。とはいえ、1982 年に採択
された UNCLOS には、そもそも海洋保護区という文言および直接これを
規律する規定はない45。しかしながら、その後の海洋の生物多様性保全に
ついての関心の高まりから、海洋保護区の設定が議論されるようになった
ため、1999 年には、「海洋及び海洋法に関する国連非公式協議プロセス」

（非公式協議プロセス）が設置（国連総会決議 54/33）された。そこには、
国連加盟国および専門機関の加盟国ならびに UNCLOS の締約国が参加す
ることができる。さらに、生物多様性条約の第 7 回締約国会議において採
択された海洋保護区の設定およびそのネットワークの発展のための決定を
踏まえ、2004 年に「国家の管轄権を超える区域における海洋生物多様性
の保全と持続可能な利用に関する問題の研究のためのアドホック非公式作
業部会」が設置（国連総会決議 59/24）された46。これらの会議における
決議や決定は、現段階では法的拘束力こそもつものではないが、2015 年 7
月、公海の生物多様性を保全し、これを持続的に利用することを目指す新
たな国際条約を策定することが決定（国連総会決議 69/292）され、海洋
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生物多様性の保全が国際社会において法的拘束力を有する条約の対象とし
て議論され始めたことで、保護法益としての高まりを窺わせる47。 
　かかる国際的な動向の初期的段階において、NZ では、海洋保護区につ
き、1965 年にオークランド北部に隣接する海域に提案されたものを端緒
とし、1977 年に通称ゴートアイランド海洋保護区（The Cape Rodney–
Ikakari Point Marine Reserve） が 設 定 さ れ た（Marine Reserves Act 
1971）。現在では、領海内に 44 の保護区を有し、これらの海域の総面積は
計 17,430㎢に達するが、これは NZ の領海の約 10％、領海と EEZ の合計
の 0.4％を占める海域となる。さらに、NZ は海洋哺乳類保護区を 8 ヵ所、
底生生物保護区を 4 ヵ所設定しており、アンティポス諸島、バウンティ
島、キャンベル島を取り囲む海域全体をカバーしている48。
　かかるなかで、2015 年に政府は約 62 万㎢、EEZ の 15％を占めるケル
マディック海洋保護区を設定する法案（Kermadec Ocean Sanctuary Bill）
を作成した。この保護区は、NZ の北東約 1,000km の南太平洋に位置し、
現在、かかる地域では高度な活動は行われておらず、周辺海域は比較的原
始的な状態にあるという49。実際に当該地域には、39 種 600 万もの海鳥、
約 35 種の鯨類、150 種の魚類、世界で 7 種のウミガメのうち 3 種がおり、
生物多様性の観点から重要な海域と捉えられている50。
　現在、「理想的な」単一の保護区戦略は、全ての海洋保護区の利益を最
大にするとはいえず、多くの海洋保護区が複数の利用用途を許可している
ため、いわゆるノーテイクゾーン（禁猟区）の保護区は限定的なもので
ある51。しかし、ケルマディック海洋保護区は、設定されればノーテイク
ゾーンによる世界最大の保護区の一つとなり、そこでの海底鉱物資源に関
する活動（prospecting, exploration and mining）は禁止されることにな
る52。そのため、法案では、当該海洋保護区内において、1（1）で言及し
た国家鉱物法による鉱業の許可が与えられないよう、法律の改正を求めて
いるところである（33 条 A, B）。この点、NZ の環境大臣ニック・スミス

（Nick Smith）は、当該海洋保護区が鉱業界に費用を課すものとなるかも
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しれないが、探査が行われるのであれば、事前53 に海洋を保護すること
が重要であると述べた。こうした保護区を管理するため、NZ は海軍およ
び衛星技術を用いて監視を行う予定としている54。こうした状況について
は、法案が可決されて以降の国家実行をつぶさに追うことによって、法の
漸進的発達の側面を考察する必要がある。

３　日本への示唆─国際標準化に向けて

（1）海洋環境保全における空間の拡がり
　ときに、海底鉱物資源の探査・開発における、海洋環境保全の措置は、
国際法における議論と国内社会における保護法益の競合をどのように調整
していくのかによって異なる。このとき、対象となる海域が UNCLOS に
おいてどのように捉えられているか検討する必要がある。
　第一に、NZ では EEZ および大陸棚における海洋環境保全について、
領海より内側の海域を陸域と同様に捉え、領海以遠については別途検討し
ている。ここで、2012 年法 4 条では、環境を次のように定義している55。

第 4 条【解釈】

・・・

環境とは、以下の地域の、生態系及びその構成要素並びに全ての天然資源を含む自

然環境を指す。

　（a）ニュージーランド

　（b）排他的経済水域

　（c）大陸棚

　（d）排他的経済水域を越える水域並びに大陸棚の上部水域及び大陸棚を越える水域

・・・

天然資源とは、

　（a） 排他的経済水域に関しては、海底及びその下、水、大気、鉱物、エネルギー
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及びあらゆる形態の生命体（ニュージーランド固有種か外来種かを問わな

い）を含む。

　（b） 大陸棚に関しては、海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並びに定着性

種族を指す。

・・・

　検討すべき点は、EEZ と大陸棚にある。すなわち、距岸 200 海里まで
の海底とその地下は EEZ 制度のなかに包含され、大陸棚制度が独自の制
度として機能するのは、それ以遠の大陸棚縁辺部の外縁まで（自然延長の
部分）についてであるという考え方にあるということである。実際、国際
裁判においても、距岸 200 海里以内の海底に対して権原（title）を設定す
るにあたっては、自然延長論などよりも、むしろ第三次国連海洋法会議が
進むプロセスで成立していった国際慣習法によれば、この海底部分では、
EEZ の概念に基づき海岸からの距離を基準にして決定される必要がある
ことが指摘され、そこでは、本来の大陸棚制度の適用が否定されている
のである（リビア・マルタ大陸棚事件、国際司法裁判所判決、1985 年）56。
したがって、1（1）でみたように、NZ は延長大陸棚を有しているが、
2012 年法においても環境の対象範囲となっている。よって、当該海域に
おける海洋環境の保全についても同様の法律が適用されることになる。
　そこで注目すべきものとして、深海底におけるマイニング・コードがあ
げられる。当該規則では、「海洋環境」は、海洋生態系の生産性、状態、
状況および質、海洋の水域およびそれらの海域上の空域、同様に海底およ
び海床ならびにその下層土の相互作用および決定する物理的、化学的、地
質学的および生物学的成分、条件および要因を含むものと定義された57。
しかし、深海底と大陸棚、EEZ といった海域区分は、沿岸国による権利
と義務を設定するための線引きであるのに対し、海洋環境保全という視点
からは、200 海里の内側と外側において、根本的に環境が異なるものとは
捉え難い。そのほとんどは、元来、同一基準によって規律すべきものであ
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る。しかし、現実は、主権的権利に基づく沿岸国の裁量が、200 海里以内
においては国家の政策（競合する保護法益の調整）の下に服することと
なっている。そのことは、EEZ 内または大陸棚の「国内法の国際法に対
する不備」が諸国に対する「違法行為」として提訴されるような訴因とし
て直ちに構成されることはないことを意味している。とりわけ EEZ 内に
おいては、諸国は訴えの利益を持ち得ないからである。
　他方で、中谷和弘教授は、延長大陸棚については、大陸棚制度の修正
から生じた、いわゆる大陸棚と深海底制度のハイブリッド的要素を有す
る UNCLOS82 条によって規律されているとしており58、そのことからす
れば、EEZ 及びそれ以遠の海底における開発には、異なる説明が求めら
れるはずである。すなわち、延長大陸棚においては、深海底における「人
類の共同遺産」という概念を取り込んだ国際社会に開かれた海域として捉
え、開発対象について、EEZ およびそれ以遠との法的地位の差異を明確
に浮き彫りにし、それに加えて海底鉱物資源の探査および開発の定義を明
確化し、各々の詳細な条件を検討し、それぞれが国際社会に対して説明責
任を果たせるものであることが強く望まれるのである59。

（2）日本への示唆
　これまで、海底鉱物資源の探査・開発について、海洋環境保全の側面か
ら NZ の法律および ISA のマイニング・コード（および環境ガイドライ
ン）をみてきた。ひるがえって、日本では、現在、2007 年に「海洋基本
法」（法律第 33 号）が制定され、「海洋基本計画」（2008 年）、「海洋エネル
ギー・鉱物資源開発計画」（2009 年）が策定されている。この二つの計画
は、ともに 2013 年に改定されている。後者の海洋エネルギー・鉱物資源
開発計画では、「海洋の環境保全」につき、国際的な相場感も重要であり、
ISA における環境ガイドラインなどを十分に参照しつつ、またこうした
国際的なルール作りへ積極的に関与して進めていく旨が示されている60。
　1950 年に鉱業法（法律第 289 号）が制定されて以降、長く根本的な改
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正がされることはなかった。しかし、近年における資源価格の高騰・乱高
下による資源獲得競争が激化していくなかにあって、海外での資源権益の
獲得だけでなく、国内における資源開発の需要が増大したことによって、
国内資源を適正に維持・管理し、適切な主体による合理的な資源開発を行
う制度体系に再構築するため、同法は 2011 年 7 月に改正され、2012 年 1
月に施行された61。この改正によって、海底熱水鉱床及びコバルトリッチ
クラストなどの海底堆積鉱床をなす鉱物が「特定鉱物」（6 条の 2）と定め
られた。これに伴い、海底鉱物資源の開発には、国が鉱業権の設定候補地

（特定区域、38 条）を指定した上で、最も適切に開発できる者について、
経理的基礎や技術能力などの一定の要件を満たし、かつ、公募における評
価基準にしたがって選定された者でなければ試掘権・採掘権の設定が認め
られないこととなった（40 条、41 条）。これは、国家が海底鉱物資源の重
要性に鑑み、これらを新たな法的枠組みの下で開発することを目指したも
のといえる62。
　とはいえ、鉱業法による海洋環境保全に関する措置は、同法が鉱物資源
の合理的開発をその目的としており、出願の許可の基準として他の産業に
対する視座はみられるが、その規定振りから解釈することは難しい。とく
に、不確実性の高い海洋生態系の保全を図るには、現行の鉱業法（および
鉱山保安法）においては、陸域との相違、また UNCLOS に基づく海域区
分についても、同様に異なる規定が必要となる。その理由は、前節でみた
延長大陸棚の視点も国際社会に対する説明責任を含めて求められていると
考えられるからである。とくに、海洋の生物多様性の保全には、海洋基本
法 2 条に見られるような人間生活の側に大きく引き寄せられた生物多様性
の次元に留まるのではなく、海洋における生物多様性自体の価値を最大限
尊重することによって、未知の世界が広がる海洋生態系の保全を志向すべ
きである、と交告尚史教授は指摘している63。
　実際、本稿の 1（1）（2）でみたように、NZ では沿岸（および陸域）と
沖合について共通する点もあるが、資源管理は、個別の法律および所管官
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庁によって行われている。そこには、対象となる海域によって国の政策が
異なることに背景がある。そうしたなかにあっても、とくに沖合の海域に
ついては、当事者が異なる点や、ISA におけるマイニング・コードと同様
の予防的アプローチを採用しており、国際社会への説明責任を果たす意図
が窺える。とくに、不確実性のある事象について、2012 年法 61 条 2 は、
単なる予防原則ではなく、NZ としての指針とみなすことができる64。こ
の点、日本においては、1（3）でみた NZ における「海洋の同意」のよう
な影響評価制度を策定する際、「国際的な相場感」（2（1）を参照）だけで
なく、国の政策としての指針をもってこれを行う必要があろう。
　また、海洋の生態系および生物多様性の保全を検討する際、2（2）でみ
たような保護区の設定も検討すべきである。たとえば、熱水鉱床周辺に
は、固有の生態系があり、その生物群集は熱水活動の盛衰に伴い、生息場
所も生物群集も短周期で更新される特徴を有するものもある。そこで、か
かる生物環境を考慮し、海域内に保護区を設定するゾーニング（区分け）
方式について、科学者を中心に保全策が日本でも検討されているところで
ある。この保護区内への影響を最小限度に抑制しつつ鉱床を採掘し、開発
の終了後には保護区内の生物群集が開発区（採掘後の地域）へと幼生を供
給して生物群集を回復へと導ける状態を維持する。すなわち、当該海域
における遺伝子群の維持にもつながる65。なお、この考え方は、資源開発
があっても遺伝子が絶やされず、また生態系間に遺伝子交流がある場合に
は、遺伝子を供給する側の生態系を保護することで、掘削後に生態系が回
復する可能性を保持する、との考えに基づくものである66。
　とはいえ、科学的調査が不十分もしくは不確実性が残る環境影響評価で
あった場合に、知見が充実するまでの暫定的な鉱区禁止地域の指定による
措置は、予防的アプローチを体現することになるだろう。しかし、日本の
現行鉱業法 15 条の規定振りからは、暫定的な鉱区禁止地域の指定は想定
されておらず、他の産業との調整を主眼としているため、制度的にはこれ
を組み込むことが検討されているとは考えられない67。ここでいう禁止区
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域は、NZ における広大な海洋保護区のようなものとは異なり、ISA にお
けるマイニング・コードにおいて触れた二つの参照ゾーンのように、資源
開発におけるゾーニングによる管理の一環として捉えられるがゆえに、そ
こに国家の指針が内在される。日本が、海底鉱物資源の探査および開発と
いう問題を、大陸棚の延伸問題との兼ね合い─獲得した海底域で権利は行
使すべきという考え方─との関連で僅かでも意識しているとしたら、EEZ
および延長大陸棚の区分では説明がし難い環境保全のような問題には、国
際的な説明責任を果たせるような鉱業法改正が検討されるべきではないだ
ろうか。

むすびにかえて

　みてきたように、NZ における 2012 年法および規則には、実際の事例
においても示されているように、予防的アプローチが「海洋の同意」とい
う手続き制度の中で具体的な指針として機能するよう組み込まれている。
そこでは、海洋環境の保全という国家政策の一環としてだけではなく、領
海から外側の海域における主権的権利の行使として、国際社会への強い説
明責任を果たすことにもつながっている。このような状況にあって、国際
標準的な環境影響評価が、主権的権利の制約要因（義務の確保）として機
能する場合には、果たすべき説明責任は、必然的に環境影響評価について
動態的に発達する国際法にも配慮せざるをえないことになる。この点、2

（1）でみた海底紛争裁判部における勧告的意見からは、環境保全に関する国
際社会への説明責任の重要度をみてとることができ、かつ ISA の規則設定
は、漸進的に発達している国際法を反映しながら、海底鉱物資源開発を対象
とした最新の国際法の形成を促すものになっているということができる。
　こうした状況に鑑みると、日本において海洋環境保全を担保する海底鉱
物資源探査・開発の法制度を検討する際には、上記の点を踏まえる必要が
あろう。たとえば、NZ および ISA の規則のような予防的アプローチにつ
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いて検討する際、海洋基本法 18 条68 は、海洋環境保全について規定して
いる。しかし、不確実性が残る分野に対する処置について、別途の措置を
明記してはいない点に留意しなければならない。この問題への暫定的な対
処としても、禁止区域の設定についての議論は有用なものと考えられる
が、そこでは UNCLOS による海域区分の性質を考慮するだけでなく、国
際法の漸進的発達を踏まえた対応が求められる。その意味で、本稿におい
て考察した NZ の法制度が日本の制度に対して示唆する部分は、EEZ お
よび大陸棚の管理について、国際社会の保護法益の確保という視点から、
他の利益との調整を踏まえて説明責任を果たす必要性があり、「海洋環境」
というもの自体をどのように捉えていくのか、まずは海洋基本法 18 条に
対する視座の再検討から始める必要があると思われる。

【付記】本研究は、総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦略的
イノベーション創造プログラム）「次世代海洋資源調査技術」（管理法人：
JAMSTEC）プロジェクトの一部助成を受けて行ったものである。ただ
し、研究内容については、個人的見解であることをお断りしたい。
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